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令和７年度人吉球磨地域における九州自然歩道利活用促進業務委託企画提案書募集要領 

 



令和７年度人吉球磨地域における九州自然歩道利活用促進業務委託に係る企画 

提案募集要領 

 

１ 業務の目的 

本県は、人吉球磨地域の令和２年７月豪雨からの創造的復興に向け、九州自然歩

道の利用者数の増加を通じた地域の交流人口の増加を目的として、人吉球磨地域の

九州自然歩道を軸にしたツアーコンテンツの観光商品化・実証、ガイドツアーの実

施、既存のデジタルマップ（九州自然歩道）及び地元の日本遺産、観光施設等の一

体的なＰＲ活動を行うことで、認知度や満足度の向上、ひいては地域の交流人口を

増加させることを目的とする。 

 また、当該業務の推進には、専門知識や知見、技術といった様々なノウハウが必

要なことから、次のとおり企画提案を広く募集する。 

 

２ 委託業務の内容 

業務を受託した者は、別添の仕様書に記載している業務内容を県と連携して実施

すること。 

（１） 業務内容 

 ・ツアーコンテンツの観光商品化・実証 

 ・ガイドツアーの実施（参加者10名程度×３プラン） 

 ・デジタルマップ（九州自然歩道）及び地元の日本遺産、観光施設等の一体的な 

ＰＲ 
 
（２） 企画提案のポイント 

①業務の目的、業務内容について理解を深めるとともに、特に業務遂行に必要な

技術面に関して体制等を整えること。 

②ツアーコンテンツの観光商品化・実証は、旅行エージェント等に提案するため

のプレゼンテーション資料及び商品情報シートを作成し、その内容は人吉球磨

地域、「日本遺産  人吉球磨」及び当該地域の九州自然歩道魅力を十分に伝え

ることができるものであること。 

③ガイドツアーの実施は、九州自然歩道を軸にした「日本遺産  人吉球磨」の魅

力発信や九州自然歩道のウォーキング等を実施する旅行商品展開（参加者１０

名程度×３プラン（例：初級者用の 5 ㎞程度を２プラン、中級者用の10㎞程度

を１プランなど）を企画、運営する内容であること。 

  なお、九州自然歩道については、支線の新ルートの計１０ルート（別紙参

照）で実施することもできる。 

④ＰＲ活動は、既存のデジタルマップ（九州自然歩道）および地元の日本遺産、

観光施設等の一体的なＰＲを行うこと。 

なお、中学への情報発信、旅行社及びマスコミリリースに行う内容であるこ

と。 

 ※既存のデジタルマップのＩＤ、ＰＷについては契約後に伝える。 

⑤審査会（プレゼンテーション等）においては、以下の内容について図や資料で 

 示した上で説明すること。 

・ツアーコンテンツの観光商品化・実証の内容 

・ガイドツアーの実施の企画、実施内容 

・ＰＲ活動の企画、実施内容 



・既存のデジタルマップを活用した誘客促進、広報業務内容 

・追加提案がある場合は、追加提案の企画、実施内容 

 

３ 委託期間 

  委託契約締結日から、令和８年３月１９日（木）までとする。 

 

４ 企画コンペ参加資格 

  本事業の目的を達成するため、次のとおり参加資格を設ける。 

（１）物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要 

  綱（令和３年熊本県告示第６７２号。以下「要綱」という。）による審査のう 

え、業務委託契約等入札参加資格名簿の「情報システム全般の設計、開発、維持 

管理」又は「ホームページ制作・維持管理」に関する入札参加資格を有すると決 

定された者であること。 

   なお、入札資格を有しない者は、熊本県出納局管理調達課へ令和７年１０月 

  ２９日（水）までに入札参加資格審査の申請を行うこと。 

（２）熊本県内に本社、支店又は営業所（以下「本社等」という。）を有すること。 

（３）企画提案書受付期間において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に 

  基づく更正手続き開始の申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、 

  当該申立てに係る更正計画認可決定を受けていること。 

（４）企画提案書受付期間において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に 

  基づく再生手続き開始の申立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、 

  当該申立てに係る再生計画認可決定を受けていること。 

（５）企画提案書受付期間において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る 

  指名停止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）による指名停止期 

  間中でないこと。 

（６）暴力団又は暴力団員もしくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む） 

の統制下にないこと。 

 

５ 業務スケジュール（予定） 

（１）令和７年１０月２２日（水）＜予定＞ 募集開始 

（２）令和７年１０月２９日（水）     新規参加資格申請期限 

質問書提出期限 

（３）令和７年１０月３１日（金）     エントリーシート提出 

（４）令和７年１１月 ７日（金）     企画提案書等提出期限 

（５）令和７年１１月１０日（月）＜予定＞ 書類審査実施【５者以上の場合のみ】 

（６）令和７年１１月１７日（月）＜予定＞ 審査会（プレゼンテーション等）実施 

   ※日程、時間については、参加者に別途連絡する。 

    また、審査会の結果については、実施後、速やかに通知する。 

（７）令和７年１１月 下旬   ＜予定＞ 業務委託事業者の決定 

見積書徴取・契約・事業開始 

 

６ 応募手続きについて 

  本企画コンペへ参加を希望される方は、期日までに、エントリーシートを提出し、

そのうえで企画提案書等を提出すること。 



 

（１）エントリーシート提出期限  令和７年１０月３１日（金）午後５時必着 

 ＜提出書類＞ 企画コンペエントリーシート（様式１） 

        ※必要に応じて追加資料（会社概要等）を求める場合あり 

＜提出方法＞ 持参又は郵送（郵送の場合は事前に連絡すること） 

 

（２）企画提案書等提出期限    令和７年１１月７日（金）午後５時必着 

＜提出書類＞ ①事業者取組申出書（様式２）及びその添付書類 

 ②企画提案書（様式３）・・・正１部、副４部 

  ※その他参考資料等がある場合は５部 

      ③概算見積書・・・１部 

④提出者の概要（会社概要等）が分かる資料・・・１部 

 ＜提出方法＞ 持参又は郵送（郵送の場合は必ず事前に連絡すること） 

         

（３）応募にかかる注意 

① 企画提案書（様式２）は、Ａ４サイズで作成すること。 

また、必要に応じて、絵、図を用いて分かりやすく記載するとともに、デジ

タルマップのイメージや規格、仕様等を審査会（プレゼンテーション及び質疑

応答）の際に説明すること 

② 自由提案部分については提案内容等を審査会の際に説明すること。 

③ 応募に要する費用は、提案者負担とする。提出書類の返却は行わない。 

④ 提出された書類は、必要に応じ複写することがある。 

⑤ 提出された企画提案書は、熊本県情報公開条例に基づく開示請求があった 

場合、対象文書として原則、開示する。 

  なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益 

を害すると認められる情報は、同条例第７条第３項イの規定により非開示に 

なる。開示・非開示の判断は、同条例に基づき県が客観的に判断する。 

⑥ 企画提案の内容は、提案者の承諾なしに利用することはない。 

⑦ 企画提案書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（任意 

様式）を提出すること。 

⑧ 応募者が、業務委託に係る競争入札等参加停止を受けることになった場合、

審査対象としない、又は契約の締結を行わないことがある。 

 

７ 質問書の提出について     令和７年１０月２９日（水）まで 

  募集要領や仕様書等に疑義がある場合は、必要事項を記入し、下記により提出す

ること。 

 ＜提出方法＞ 質問書（様式４）により、電子メールで送信 

提出先メールアドレス： kimura-y-dw@pref.kumamoto.lg.jp  

 ＜県の回答＞ 回答書は、電子メールにより回答 

 

８ 委託先の選定等について 

（１）審査方法 

  ① 自然保護課内に企画コンペ審査会を設置する。 

  ② 企画提案書の内容について、応募要件の適否等の書類審査を行う。 



  ③ 書類審査で応募要件を満たした事業者を対象に審査会を実施する。 

事業者は審査会で企画提案書等についてプレゼンテーションを行うこと。 

なお、事業者が５社以上の場合は、審査会前に書類審査を行い、事前に３社

程度に絞り込むことがある。 

  ④ 審査会は令和７年１１月１７日（月）を予定しているが時間、場所等の詳細

については、後日あらためて連絡する。 

 

（２）選考基準 

   審査会では、次の選定基準に基づき審査を行い、委託候補者と次点者を決定 

  する。 

選定要素 審査の視点 配点 

（１） 

理解・目

的 

・業務の目的、業務内容を理解した提案であり、想定 

される成果は十分なものか。 

・実現可能な手法及びスケジュールであるか。 

１０ 

（２） 

業務遂行

能力 

・事業の遂行に必要な組織力、技術を有しており、実施体制は

本業務において適切か。 

・過去に同種、類似業務の実績があり、本業務において適切

か。 

１５ 

（３） 

企画提案

内容 

・ツアーコンテンツの観光商品化・実証について、旅行エー

ジェント等に提案するためのプレゼンテーション資料及び商

品情報シートを作成し、その内容は人吉球磨地域、「日本遺

産  人吉球磨」及び当該地域の九州自然歩道魅力を十分に伝

えることができるものであるか。 

・ガイドツアーの実施は、九州自然歩道を軸にした「日本遺産  

人吉球磨」の魅力発信や九州自然歩道のウォーキング等を実

施する旅行商品展開であるか。 

・デジタルマップ（九州自然歩道）及び人吉球磨地域の九州自

然歩道を軸にした地元の日本遺産、観光施設等の一体的なＰ

Ｒ活動について、地域への誘客効果が十分期待されるもので

あるか。 

・仕様書に記載の範囲を超えて、魅力的かつ独自の追加提案が

あり、その効果が期待できるものであるか。 

６０ 

（４） 

見積金額 

・見積額は妥当かつ安価であるか。 

・維持管理に係るコスト削減の工夫が図られているか。 
１０ 

（５） 

事業者取

組に関す

る事項 

① 「熊本県ブライト企

業」の認定 

② 熊本県ブライト企業の認定

を受けているか。 
1  

②障害者就労施設等の製品

等の調達実績 

障害者支援施設等からの物品及

び役務の調達実績（当該年度又

は前年度）があるか。 

1  

③省エネルギー、エネル

ギーシフト等の推進（事業

活動温暖化対策計画書制

度、エコアクション21、

RE100 、再エネ 100 宣言

REAction のいずれかの認

証等） 

事業活動温暖化対策計画書制度

の対象事業者義務及び任意、エ

コアクション21、 RE100 、再エ

ネ 100 宣言RE Action のいずれ

かの認証等を受けているか。 

1  



④森林吸収量認証書の交付

実績（熊本県森林吸収量認

証制度実施要綱による） 

森林吸収量認証書の交付実績

（当該年度又は前年度）がある

か。 

1  

⑤熊本県ＳＤＧｓ登録制度

の登録もしくはパートナー

シップ構築宣言の登録 

熊本県ＳＤＧｓ登録制度に登録

もしくはパートナーシップ構築

宣言の宣言文を登録している

か。 

1  

 

（３）結果通知 

  選考結果は、応募者全員にメール又は郵送で通知する。 

 

（４）契約方法 

   委託候補者と県は、企画提案の内容を基にして、業務の履行に必要な具体的 

な履行条件等の協議、調整を行い、これが整った上で契約を締結する。 

なお、協議等が整わない場合は、次点者に選定された者が、改めて県と協議 

を行う。 

  

（５）契約保証金 

   契約に際しては、熊本県会計規則第７７条の規定により、基本的に契約金額の

100 分の10以上の契約保証金を納める必要があるが、熊本県会計規則第７８条に

該当する場合、契約保証金を免除することがある。 

   契約保証金の納入に関しては、県から納入通知書を発行するので、支払期限ま

でに、金融機関等に納入すること。 

 

（６）委託費の支払い 

 原則として精算払いとする。 

 

９ 委託費 

（１）予算額 

   委託契約に係る予算額は、３ , ０００千円（消費税及び地方消費税額を含む） 

を上限とする。 

 

（２）対象経費 

   委託契約の対象経費は、事業の実施に直接必要となる経費（人件費、謝金、 

旅費、役務費、会議費、需用費、賃借料、委託費等）及び一般管理費。 

   備品購入などの受託者の財産取得となる経費や、特定の個人や個別企業に対す

る給付経費及びそれに類するものは原則として認められないが、機材等の事業期

間内のリース料は認める。 

   なお、委託事業の経理を明確にするため、受託者は他の経理と明確に区分して

会計処理を行うこと。 

 

１０ 特記事項 

・委託業務の遂行のため、県と十分に協議し、随時、進捗状況を報告すること。 

・受託者は、本業務において知り得た情報について、他人に漏らし又は自己の利益

とするために利用することはできない。また受託業務終了後も同様とする。 



・個人情報の保護については十分な注意を図り、流出・損失が生じないこと。 

・本業務により作成した成果物の著作権及び新たに撮影した画像、作成したデザ 

イン等に関する著作権は、熊本県に帰属するものとし、商標権等があるものを除

き、熊本県が広報上必要なものに利用することができるものとする。 

なお、著作者人格権によって保障される各権利については県と受託者において契

約時に相互に確認し、必要に応じた特約等を結ぶものとする。 

・県は、本業務の実施にあたり、受託者が必要とする資料や情報等の提供について、

できる限り協力する。 

・事業の実施について、課題や問題点に係る対応および本仕様書に定めのない事柄

が発生した場合は、県と十分に協議を行うこと。 

 


